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県内で、保証対象事業を行っている中小企業者又は組合
 設備・運転○○○○○N
 企業　　　　　　8,000万円
 組合　 　　　　　　　１億円

  10年以内(1年以内)

（基準利率）
 　１年以内　1.9%
 　５年以内　2.2%
 　７年以内　2.4%
  10年以内　2.6%

（保証料率Ａ）

年 1.15%以内
－

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行・宮崎銀行

次のいずれかに該当する者
・直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じ、又は損失が確実と見込まれる
・最近３か月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少している
・直近の決算期において、前年に比し経常利益が１０％以上減少し又は減少が確実と見込まれる
・製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわら
ず、
  製品等価格に転嫁できていない

設備・運転　   8,000万円   10年以内(1年以内)
   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%

（保証料率Ｃ）
年 0.75%以内

－

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行

経 営 環 境 変 動 対 応 融 資

次のいずれかに該当する者
・最近３か月の売上原価率等（売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合）が前年同
期に
  比べ増加している
・最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後２か月を含む３か月の売上原価率等が
  前年同期に比べ増加する見込み

 運転　8,000万円   10年以内(1年以内)

（特別利率Ｈ）
5年以内 1.5%
7年以内 1.8%
10年以内 2.0%

年0.00%

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・北九州銀行・宮崎太陽銀行・
西日本シティ銀行・福岡銀行

危 機 関 連 融 資 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた中小企業者  設備・運転　2億8,000万円   10年以内(2年以内) 別に定める 別に定める
市町村の認定書
が必要※１

①特定中小企業者（国、県指定の再生手続開始申立等企業に対し売掛金等を有する中小企業者）
②破綻金融機関関連中小企業者

運転         　  2,500万円

③特定取引中小企業者（再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条件の改善を行う者） 運転           　　500万円

④再建中小企業者
⑤再生支援中小企業者

運転          　 5,000万円   10年以内(2年以内)

コロナ禍の影響により積み上がった債務の借換などに必要な資金の調達を図るため、以下のいずれかの要件
に該当し、「経営行動計画」の策定を行い、その実行につき金融機関による伴走支援を受ける者
・セーフティネット保証４号認定を受けた者
・セーフティネット保証５号認定を受けた者
・最近１か月間の売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月と比較して５％以上減少してい
  ること
・最近１か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算と比較して５％以上減少していること
・直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期と比較して５％以上減少していること

 設備・運転　1億円   10年以内（5年以内） 年1.3％ 年　0%　※４

利用者は経営行
動計画の進捗状
況等を金融機関
へ報告する必要
がある。
「売上高減少要
件確認書」等の
提出を要する場
合がある。

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
愛媛銀行・宮崎太陽銀行・
横浜幸銀信用組合・西日本シティ銀行・
筑邦銀行・宮崎銀行・朝銀西信用組合

既往借入金の条件変更（返済緩和など）を行っている者、その他、経営状況の改善を図ろうとする者のうち、経
営サポート会議等により債権者の合意等を得て策定した経営改善計画等に基づく資金調達を行おうとする者

 設備・運転 2億8,000万
円

　　　　　（別枠）
  15年以内（5年以内）

（特別利率G)
10年以内　1.8％
10年超　 　2.2％

年　0.15％　※４

経営改善サポー
ト保証と合算して
2億8,000万円以
内

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
横浜幸銀信用組合

短期の資金繰りに必要な資金を調達しようとする者  　運転　　　    5,000万円

1年以内
（ただし、金融機関等の審査に
より当初借入から起算して最長
５年間継続利用可能）

年1.8％ 年　0.15％ －

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
宮崎太陽銀行・横浜幸銀信用組合

お お い た 未 来 創 造 融 資
下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や事業化を行う者
・大分地域牽引企業創出事業　・ＯＩＴＡゼロイチ（一次審査通過）
・アクセラレーションプログラム　・アトツギベンチャー創出支援事業　他

  設備 15年以内(2年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

　７年以内 1.8%以内
 10年以内 2.0%以内
 15年以内 2.4%以内

年　 0.35%　※２

県の認定書、補
助金交付決定通
知書などが必要

※１

経 営 革 新 特 別 融 資 付加価値が相当程度向上するような経営革新を図る者
  運転　10年以内(1年以内)
　設備　15年以内（1年以内）

（特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

年    0.2%
経営革新計画の
承認が必要※１

①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下、「経営承継円滑化法」という。）第１２条第１項
   各号の規定による認定を受けた中小企業者等
②経営承継円滑化法施行規則第１７条第１項の規定による確認を受けた中小企業者
③事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき承
   継を行う者
④Ｍ＆Ａにより事業承継を行う者
⑤中小企業再生支援協議会又は保証協会や金融機関等が承認した事業再生計画等に基づき事業を譲渡し
よ
  うとする県内企業から事業承継を行う者

県の認定書、確
認書又は事業計
画書などが必要
※１

特 定 経 営 承 継 関 連 融 資 経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イの規定による認定を受けた中小企業者の代表者

経営者保証解除特別融資（一般枠）
事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしている
ことについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

経営者保証解除特別融資（特別枠）
事業承継時、既往借入金返済の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしているこ
とについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

運転　　　　　 2億8,000万円

国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき事業継続力強化に取り組む者  設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

年　 0.25%
国の認定書
が必要※１

宿泊業、飲食店、小売業、温泉施設、バス業、タクシー業、レンタカー業、その他交流人口の増加への対応、
観光振興のため必要であると知事が特に認める取組を行う者

 設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(2年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

年　 0.15% －お ん せ ん 県 魅 力 ア ッ プ サ ポ ー ト 資 金

事 業 承 継 資 金

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行

中 小 企 業 経 営 改 善 資 金

  10年以内(1年以内)
　（保証料率Ｃ）
  年 0.75%以内

　
　特定中小企業者

　は 年　0.25%

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

前
　
向
　
き
　
な
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組
　
支
　
援
　
等

経 営 改 善 借 換 資 金

事 業 継 続 力 強 化 資 金 保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
※３
担保は、必要に応
じて徴求する。

   （特別利率Ｆ）

   ７年以内 1.6%

  10年以内 1.8%

  15年以内 2.2%
保証人不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保
証人は原則不要。
（経営者保証免除
対応等の適用が
ある場合は徴求し
ない）
担保は、必要に応
じて徴求する。事 業 リ ス タ ー ト 支 援 資 金

定 時 返 済 不 要 短 期 資 金

不

況

対

策

・

資

金

繰

り

支

援

指定金融機関
融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率 保 証 料 率

担　　保　　等
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

その他の条件

指定金融機関
その他の条件

特 別 資 金 （県が特定の施策を推進するために融資対象者を限定し、一般資金よりも低利で設定している政策資金）

担　　保　　等

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者

融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率

一 般 資 金 （融資対象者を限定しない資金）

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

市町村等の認定
書等が必要※１

保 証 料 率

中 小 企 業 振 興 資 金

 （特別利率Ｆ）
 ７年以内 1.6%
10年以内 1.8%

中 小 企 業 活 性 化 資 金

チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業 応 援 資 金

 設備・運転　2億8,000万円

  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

  10年以内(1年以内)

年　 0.25%　※２

年　0.15%　※２

設備・運転 2億8,000万円

（別枠）






